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流通・物流政策チーム長 杣谷 晴久

本事後評価書は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）第７

条第１項の規定に基づき定められた「平成１４年度経済産業省事後評価実施計画」に従って行

われた「ＩＴを活用した中小商業対策」に関する事後評価について、同法第１０条第１項の規定に

基づき作成したものである。

１．評価結果を踏まえた今後の改善策等

成果の活用状況等について

● 委託事業については、事業終了時期が平成１４年３月であり、また、当該事業はインフラ整備

事業であるため、普及に当たっては、成果物のカスタマイズ等の追加的なシステム開発、他の

関係事業者への周知などに時間を要することから、現時点ではいずれも導入準備段階にある。

しかしながら、情報化、ＥＤＩ導入に対する各業界内の意識喚起等が図られるなど、定性的な効

果があったといえる。

● 補助事業については、団体が補助事業で開発したシステム等の成果を利用している構成員

企業の割合は、３事業の合計で１２％。また、７割以上の構成員が成果を利用している団体は

全体の約１６％。

【参考：補助事業の構成員の利用状況】

●構成員における補助事業の成果利用状況

補助事業実施 構成員における補助事業成果

団体構成員数 利用構成員数 成果利用率

ビジネスモデル策定事業 ３，５４６社 １１．３％３１,２４５社

経営支援システム開発事業 ２，７２３社 ６１２社 ２２．５％

取引システム開発事業 １，３８３社 ９９社 ７．２％

計 ４，２５７社 １２．０％３５,３５１社

（補助事業実施団体アンケート）
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７割以上の構成員が利用している団体割合 １５．９％（４４団体中７団体）

． （ ）構成員の利用率が３割以下の団体割合 ７９ ５％ ４４団体中３５団体

（課題１）事業における課題

（課題１ー１）実施団体の課題

① 事前調査の不足

● 委託事業については、事業実施団体に対して、事前調査の内容についてヒアリングを行った

ところ、現状把握や定性的な改善見込みにとどまり、具体的な導入計画を詳細に詰めていた

ケースは少なかった。

● 補助事業については、事業実施団体に対して、補助事業の申請前の事前調査についてア

ンケート調査等を行ったところ、参加者の実態調査や意識調査までにとどまっている団体が多

く、補助事業終了後のランニングコスト試算、損益分岐点の分析等といった定量的な効果予測

を行っている団体は少なかった。他方、事業効果の上がっている団体は、事前調査において

定量的な効果予測を複数実施している。

【参考：補助事業における事前調査の内容と成功・失敗要因】

（事前調査の内容と事業効果の関係）
（※）

定量的な効果予測を実施した団体の約８割が「事業効果あり」と回答

①ランニングコストの試算 ②売上原価率の削減等の効果測定

③損益分岐点の試算 ④モデル事業規模の設計

（補助事業実施団体アンケート）

（補助事業が活用されていない理由）

「具体的な効果が不明なので導入が進まない」

「構成員、取引先等の協力が得られない」

「構成員の業態に合っていない」 等 （補助事業実施団体ヒアリング）

（申請時における事業効果の理解度）

事業による効果を原価削減率、営業利益等の経営数値で具体的な説明を求めたが十

分に説明できるところは少なく、目標が抽象的になっているものも多かった。

（全国中央会ヒアリング）

② 外部コンサル機能の未活用

補助事業については、事業の成果を構成員等が実際に活用するためには、団体及び構成員

企業において、補助事業終了後の事業計画の作成やランニングコストをあらかじめ試算すること

が重要である。しかしながら、本事業については、これらについて十分に準備できていたところが

少なかった。

また、公募申請に際し、中小企業支援センター、商工会等の中小企業支援機関と相談した団

体は少なかった。

【参考： 公募申請の相談状況】補助事業における
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公募申請時の相談先として「中央会」、「行政機関」と回答した団体が７割程度。

主な相談先

中央会(61.5％) 行政機関(7.7％)
ビジネスモデル策定事業

内部有識者(7.7%) その他(7.7％)

経営支援システム開発事業 内部有識者、委託先

中央会(58.3％) 委託先(33.3％)
取引システム開発事業

行政機関(8.3％)

（補助事業実施団体アンケート）

（課題１－２）制度上の課題

① 公募期間の短さ

補助事業については、本事業が補正予算事業であり、公募期間が短かったため、十分

な事前調査や申請団体としての合意形成が 。これが結果的不十分だったケースがあった

に構成員の成果の利用がつながらない一因だと考えられる。

【参考： 各事業の公募期間】補助事業における

（各事業の公募期間）

経営支援システム開発事業 平成12年12月１日～平成12年12月22日(22日間)

取引システム開発事業 平成12年11月28日～平成12年12月22日(25日間)

ビジネスモデル支援事業 平成12年12月１日～平成13年１月19日(50日間)

（申請時における団体の対応）

不採択になった団体では、ヒアリング時にシステム開発等の委託予定先が終始説

明するケースや構成員企業間で考え方が違っているケースが多く見られ、団体とし

られての事業の重要性の認識、取り組むべき方向性等が明確になっていないと感じ

。 （ ）る団体があった ビジネスモデル事業：全国中央会ヒアリング

（課題２）事後評価方法における課題

（課題２－１）事後評価の時期が早い

● 委託事業については、実証実験から実用化段階に移行においては、ＥＤＩシステムのカスタ

マイズや取引先との調整といった課題を解決するために期間を要する。このため、事後評価を

行うに当たっては、一定年数（３～５年程度）を経た後に想定効果を検証することが適当であ

る。

平成１４年に入ってか● 補助事業については、実際に補助事業の成果が活用され始めたのは

らであり、多くの企業においては現時点で決算期が到来していないため、定量的な効果を営

業利益等で把握することが難しい状況である。

このため、付加価値額の増加等の定量的な効果を把握するためには、補助事業の成果物

が事業に影響を与えた事業年度終了後に実施することが適当である。
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（課題２－２）当初目標の未設定等による評価の限界

事業については、今回の事後評価では、補助事業成果の利用前と利用後の２点間を補助

比較し、定性的・定量的な効果測定を実施した。しかしながら、制度設計時に目標値を明確に

定めていなかったため、補助事業の成果が妥当なものであったかどうか、また、外部要因等に

よる影響がどの程度関係したのかを現時点で評価することが困難であった。特に、中小企業が

経営革新を行う場合においては、自社の営業の努力等に起因する部分が大きいことから、必

ずしも補助事業との因果関係を明確にすることは困難といえる。

＜今後の改善策＞

上記の課題等を踏まえ、本施策のより効果的な実施のため、以下の改善を図る必要がある。

（改善策１）事業実施における改善
（改善策１－１）事前調査の充実

● 委託事業については、成果物を活用・普及するためには、準備段階において、実用化、普

及の各段階における課題も把握することが重要である。そして、これらについて、実施団体とシ

ステム開発企業が互いに理解し、各々の役割と目標を明確にすることが求められる。

● 補助事業についても、申請者の多くは事前調査を実施しているものの、その内容は「参加者

の意識調査」が多く、結果的に初歩的な問題で構成員の理解が得られず事業利用に踏み切

れない場合が見られ、補助事業終了後に当該成果を効率的に活用するためには、事前調査

を充実することが必要である。特に多額の資金を要するシステム開発や実証実験では、事業の

失敗が団体の構成員の費用負担を増大させる危険性がある。

このため、補助事業による具体的な効果予測、補助事業終了後のランニングコスト算出、損

益分岐点の試算、モデル事業規模の設計等といった事前調査が実施されているものを交付対

る。象とすることが求められ

（改善策１－２）外部コンサル機能の活用

一般的に、経営資源の少ない中小企業団体が有効な事前調査を行うためには、中小企業

診断士やＩＴコーディネータなどの外部コンサルタントを活用することが有益である。しかしなが

ら、補助事業実施団体に対するアンケートでは、中小企業支援センター、商工会等の支援機

関と相談した団体は少なかった。

このことから、国は、補助事業の公募時に中小企業の支援機関を紹介するなど、補助事業と

既存の経営支援体制との連携を図ることにより、補助事業の効果を高めることが求められる。

（改善策１ー３）周知期間の延長

補助事業の募集期間が約１ヶ月程度と非常に短く、申請者においても十分な準備時間が確

保しにくく、これが事前調査不足の一因となったといえる。したがって、今後、申請者が事前調

査等を実施する時間を確保するため、２～３ヶ月程度の周知期間を確保するよう努めることが求

められる。

（改善策２）事後評価方法における改善

（改善策２－１）事後評価の時期

● 委託事業については、課題２－１にあるように、その効果を一定期間後に検証することが適

当である。このため、平成１８年度に事後評価を行い、本事業の効果を検証する。

● 補助事業については、事業終了が平成１３年１２月頃であったため、実際に構成員である中
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平成１４年に入ってからであった。このため、小企業が補助事業の成果を利用し始めたのは、

多くの企業においては決算期が到来していないことから、定量的な効果を営業利益等で把握

することが難しい状況であった。したがって、付加価値額の増加等の定量的な効果を把握する

ためには、補助事業の成果が事業に影響を与えた事業年度終了後に実施することが適当で

ある。

（改善策２－２）当初目標値の設定

● 補助事業については、外部要因に関する分析等を含めた事後評価を行うためには、事業開

始前の状況を踏まえ、あらかじめ目標値を設定することが重要である。特に中小企業の場合

は、自社の営業努力等、事業以外の要因による影響が大きいため、補助事業と業績との因果

関係を明確にするためには、売上原価率、一般販売管理費率、売上高人件費率、売上高営

業利益率など具体的な経営指標を含む、客観的な数値目標を事前に設定することが求められ

る。

２．施策の目的

＜設定目的＞

我が国事業者の大宗を占める中小企業がITを積極的に活用し、事業の効率化や収益の拡

大等につなげることは、日本経済の発展のために極めて重要である。

しかしながら、中小企業においては、人材や資金、情報が不足がちであること等から、情報化

への対応が困難な状況が見られ、いわゆる「デジタル・デバイド」が懸念される。

急速に進展するＩＴ革命への中小企業者の円滑な対応を支援するため、中小企業このため、

が電子商取引を実施するために必要なインフラ整備を行うとともに、先進的な取組みを行おうと

する中小商業団体に対し補助金を交付することにより、 。中小企業の情報化を促進する

【参考：デジタル・デバイド】
情報技術（いわゆるIT）の普及に伴い、所持、年齢、教育レベル、地理的要因、身体的制約要因等により、その

利用及び修得する機会に格差が生じた状態。社会問題として認識されつつあり、この問題を端的に「デジタル・デ
バイド」と呼ぶ（e-Japan重点計画より）。

＜目的は達成されたか＞

（１）委託事業

● ＥＤＩ化率の向上について

平成１０年度商工業実態基本調査（調査は５年毎に実施）によると、情報システムを利用して

いる企業のうち、ＥＤＩ利用率は中小卸売業（従業員１～９９人）においては１９％となっており、

卸大企業（１００人以上）は３９％であった。 当該事業の目本事業の成果を普及することにより、

である 度 こと標年度 １７年 までに、中小卸のＥＤＩ化率を卸大企業のＥＤＩ化率３９％に近づける

次回の商工業実態基本調査はＨ１５年度に実施予定）。を目標とする（なお、

● 各事業の結果、効果について

※平成１８年度に定量的・定性的効果について調査を行い、把握する予定。
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事業名 結果・効果 コスト（千円）

（１）ＸＭＬ化対応商取引 流通ＸＭＬ－ＥＤＩサブセットを開発した。 １２３，０００千円・
ＥＤＩ 実験結果に基づく推計コスト削減額・

小売業＝７４万円／店・年
卸売業＝７８万円／店・年

（２）物流標準サブセットの構築

イ） 医薬品業界向け物流ＥＤＩ標準サブセット ５５，５２４千円ペイワンバイワン在庫を ・
を開発した。実現する医薬品分割流

・実証実験に基づく想定経費削減額通システムの開発
＝約７．２百万円／年

・食品副資材業界向け物流ＥＤＩ標準サブ ５８，８７３千円ロ）日用雑貨物流ＥＤＩ標準
セットを開発した。サブセットの構築

・物流管理コスト減、物流業務改善等

菓子業界向け物流ＥＤＩ標準サブセットを ９９，９６０千円ハ）菓子業界における物流 ・
開発した。ＥＤＩサブセットの構築
作業の省力化、人為的ミスの防止等・

取引関係の用語等に関するﾒｯｾｰｼﾞ辞書の作成及び欠品、返品発生時のルールの策定（３）

アパレル副資材業界向け物流ＥＤＩ標準サ ５７，７２７千円イ）アパレル業界共同物流 ・
ブセットを開発した。センター新ビジネスモデ

・実証実験に基づく想定経費削減額ルの構築と実地検証
／年＝２６．７百万円

ＨＢＣ業界向け物流ＥＤＩ標準サブセットを ５４，７１９千円ロ）ＨＢＣ小売チェーン物流 ・
開発した。にかかわるデマンド

・在庫量の削減、発注精度の向上等チェーンマネジメント支
援システム

有機農産物業界向け物流ＥＤＩ標準サブ ５５，４４２千円ハ）有機食品のロジスティク ・
セットを開発した。スWeb-EDIシステムの開

・受発注業務の効率化、人為的ミスの減少発と検証

日雑・食品卸、メーカー向け物流ＥＤＩ標 ５５，４４２千円ニ）先進的企画商品の商・ ・
準サブセットを開発した。物流一気通貫共同物流

・実証実験に基づく想定経費削減額システム
＝約１５百万円／年

（４） 共同物流センター向けセンターフィー算 １４９，９１２千円活動基準に基づく中小 ・
出モデルを作成した。食品ＶＣ共同物流セン
物流受託業務に対応する所要原価構造ターフィー算出システム ・
の変化の可視化

・センターフィー算出方法の簡便化

（５） を し ２６２，５００千円中小卸売業における共 ・共同物流運営ビジネスモデル 開発
。同物流運営ビジネスモデ た

・実証実験に基づく想定経費削減額ルの開発及び実地検証
＝約７．６百万円／年事業
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（２）補助事業

【効果】

１．事業の前倒し効果 １５．５億円

※ 補助金がなかった場合、事業を「断念」又は「延期」とアンケートで回答のあった４１団体から全体

を推測。

２．営業利益の増加 ９７．２億円

３．付加価値額の増加 ５０．１億円

※ アンケートで回答のあった企業の１社当たり増加額×補助事業の成果導入企業数

※ 付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

１４．６億円 （１２年度補正予算の執行額）【コスト】

３．施策の必要性

＜背景＞

我が国産業界が真に情報化されるためには、産業の大部分を占める中小企業の情報化が不

可欠である。しかし、中小企業が情報化を推進するに当たっては、効果的な情報化に関する情

報自体が不足していることに加えて、資金不足等の問題が存在しており、こうした中小企業の自

主的な取組みだけでは情報化が遅れ、その結果、大企業と中小企業の間のいわゆる「デジタ

ル・デバイド」が一段と拡大することが懸念される。

政府が閣議決定した「日本新生プラン」の重要４分野（「ＩＴ革命の推進」「環境こうした中で、

問題への対応」「高齢化対応」「都市基盤整備」）を具体化し、２１世紀の我が国の発展基盤を構

築するため、我が国において急速にＩＴ革命が進展する中で、情報化投資に課題を有し、遅れ

がある中小企業の戦略的情報化を支援し、中小企業と大企業間のデジタルデバイドを解消す

ることが重要である。

インターネット普及率 「情報通信白書平成１３年度版」より； 大企業９５．８％、中小企業４４．８％【参考１】

＜必要性＞

上記背景のもと、中小企業の情報化を支援するため、中小企業の自主的な取組では実現で

きない中小商業者の基礎インフラ整備を行うとともに、ＩＴ革命の推進に向けた中小商業者の積

極的な取組を促進するための先進的なモデル事業に対する補助を国が支援する必要がある。
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４．施策の概要、目標達成度、達成時期、外部要因

● 事業構成：本事業を構成する各事業は以下のとおり。

（委託事業）

① ＸＭＬ化対応商取引ＥＤＩ

② 物流標準サブセットの構築

ア 「ペイワンバイワン在庫」を実現する医薬品分割流通システムの開発．

イ．食品副資材としての日用雑貨物流ＥＤＩ標準サブセットの構築

ウ．菓子業界における物流ＥＤＩサブセットの構築

③ 取引関係の用語等に関する 辞書の作成及び欠品、返品発生時のルーﾒｯｾｰｼ

ル策定

ア．アパレル業界共同物流センター新ビジネスモデルの構築と実地検証

イ．薬局薬店ＶＣ通過型物流における取引先とのＢＰＲと支援システム

ウ．有機食品のロジスティクスWeb-EDIシステムの開発と検証

エ．先進的企画商品（Ｖマーク）の商・物流一気通貫共同物流システム

④ 活動基準に基づく中小食品ＶＣ共同物流センターフィー算出システム

⑤ 中小卸売業における共同物流運営ビジネスモデルの開発及び実地検証事業

（補助事業）

⑥ 中小商業ＩＴ活用経営革新ビジネスモデル策定事業

⑦ ＩＴ活用型経営支援システム開発支援事業

⑧ ＩＴ活用下請等取引システム開発事業

● 目標達成状況に影響した外部要因など考慮すべき事項；景況

平成１３年 の中小企業の景況感（業況判断ＤＩ）は、平成９年１０～１２月期を底に平成１２当時

年１０～１２月期まで上昇を続けた後、平成１３年度に急速に低下をはじめ、平成１３年１０～１２月

期は、過去の第２次石油危機後や円高不況の状況よりも悪化したものとなっている。

（参考） 業況判断DI
・平成１３年１０～１２月 ▲５０．０ポイント
・円高不況Ｓ６２年１～３月 ▲２３．１ポイント
・第２次石油危機後Ｓ５７年10～12月 ▲４６．７ポイント

※ 業況判断ＤＩ＝「好転」と回答した企業割合（％）－「悪化」と回答した企業割合（％）

中小企業の業況判断ＤＩの推移

12
13

平成元年

バブル期

↑
円高不況

↑
第2次石油
危機直後

昭和55 60 5 10

▲ 60.0

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

55
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１）ＸＭＬ化対応商取引流通ＥＤＩ標準サブセットの構築（予算：委託事業）（

①説明；加工食品、菓子、日雑業界の卸小売 、容易かつ低コストでＥＤＩの導事業者を対象として

入・運用が 、先進的なコンピュータ言語であるＸＭＬを活用 「流通標準ＸＭＬ－可能な した

ＥＤＩサブセット」を開発する。

※ サブセット：既存の流通標準に基づき、対象業務を基本的なものに絞り、当該業務に限定した取引メッ
セージや項目（タグ）群を用いて、業務処理を行うソフトウェア。

＜開発内容＞

ａ．開発システム：Ｗｅｂ型ＥＤＩシステム、Ｍａｉｌ型ＥＤＩシステム

ｂ．開発メッセージ（５種。簡易業務処理ソフトウェアを含む）：商品マスター処理、受発注処

理、入出荷処理、受領処理、請求予定処理

（ＤＣＣ）②事業実施主体；（財）流通システム開発センター

③主な対象者；加工食品、菓子、日用品雑貨を扱う中小卸・小売業でＥＤＩによる商取引先

補助 委託

経済産業省 ＩＰＡ（情報処理振興事業協会） （財）流通システム開発センター

④目標達成度（結果・効果）

【設定目標】
中小企業の商取引ＥＤＩを促進させるため、中小企業がインターネット上で行う商取引に使用するＸＭ

Ｌ化対応商取引流通ＥＤＩの標準サブセットを開発し無償提供することにより、普及を促進させ、併せて
当該標準サブセットの導入企業における経費削減、業務の効率化等の実現に向け、中小商業者のＥＤ
Ｉ化率を大企業のEDI率に引き上げる（小売7.9%→14.2%、卸19%→39%）。

＜結果＞

● 従来のＪ手順によるＥＤＩは、データ項目の長さが固定であり、通信速度が遅く､受発注フォー

マットが企業により異なるため、中小流通業においては使いづらく負担の大きいものであった。

その後、国際ＥＤＩ標準に準拠して、我が国のＥＤＩ標準として開発された「JEDICOS」は、

データ項目を選んで使用することが可能となり、早い通信速度と大量のデータ交換に対応でき

る等の特徴を備えている。しかしながら、ホストコンピュータや専用トランスレーターの設置等が

必要であり、初期投資及び運用コスト負担が大きいため、依然として中小流通業へのＥＤＩの普

及には障壁となっていた。

こうした中、インターネットの普及を背景として、ＸＭＬを活用したＥＤＩの標準化が進みつつあ

る動向を踏まえ、本事業では、中小流通業が容易に使用することができるＸＭＬを活用した標

準サブセットを開発した。

● 実証実験 を基に、 効果を推計した（以下参の結果 本システムの導入により得られる経費削減

照）。

受発注処理業務の効率化

ａ．小売業； 作業時間の効率化＝平均６０％、時給の削減＝平均３０％

ｂ．卸売業； 作業時間の効率化＝平均３０％、時給の削減＝平均２０％

ｃ．その他のＥＤＩ効果（以下業務の経費削減）

・請求・支払い業務処理経費、出荷（卸）、検品業務処理経費
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・伝票・ファイル等の削減と保管スペース

・商品マスター等マスター関係人件費、通信費、他

＜定性的な効果＞

● の 企業 を吸い上げて開発委員会にはメーカー、卸、小売各業界 大手 も参加し、業界ニーズ

、受発注から請求・支払業務 ッセージを、 業務処理プロ開発したため に係る物流業務メ 実際の

セスと 開発することができた。連動させて

から、以下のような評価を聴いた。● 成果普及説明会の出席者等

・中小企業者がＩＴ化を検討する良い契機 、今後のＥＤＩ導入を判断する際の参考となった。となり

・電子商取引のイメージや効果について理解が ＥＤＩの導入に向けて具体的な検討できたため、

が可能となった。

サブセットという概念を知ることができ、自社の業務を改善する上で参考になった。・

【参考】 実用化実験結果より、経費削減効果を推計。
事例１．小売業Ａ社（日雑/年商約４９億．従業員(含ﾊﾟｰﾄ)95名．１７店．仕入600社．９万ｱｲﾃﾑ．ｵﾌｺﾝ）●
・発注処理人件費の年間削減額＝１０５千円 (６H×1､600－１H×850)×12ヶ月

※作業時間：6→1Ｈ／月（８３％減）、時給；1,600 → 850円／月（４７％減）
●事例２．卸売業Ｙ社（日雑/年商約１１３億．従業員(含ﾊﾟー ﾄ)230名．９店．販売５千社．３万ｱｲﾃﾑ．ｵﾌｺﾝ）

・受注業務処理人件費の年間削減額＝８８千円 (7H×1,600－3.2H×1､200)×12ヶ月
※作業時間：７→ 3.2H／月（３６％減）、時給；1,600→1,200円／月(２５％減)

※ 上記において、実証実験で検証した作業項目は、①全１９項目のうちの３項目、②上記取扱商品ｱｲﾃﾑ
中、実用ﾃｽﾄ対象商品は８００／９０，０００ｱｲﾃﾑに留まる。

＜普及課題及び取り組み状況＞

では、 運用ができる しがちである 情報● 中小流通業 ＥＤＩの導入・ 人材が不足 。しかしながら、

化やＥＤＩ化のための人材育成や確保をすることは、限られた従業員数により事業運営を行う中

小企業者にとっては困難な課題であった。

● 本事業では、ＡＳＰ（※注１）を、ＸＭＬ－サブセットの導入と運用を支援する（ＥＤＩ化指導を

含む）サービス提供者として位置付けている。これにより、中小企業におけるシステム要員やＩＴ

また、サブセットを活技術及び知識の不足等を相当程度カバーができるものと想定している。

用してＥＤＩを行う中小企業者の利便性を高めるために、ＡＳＰの 。組織化を推進していく

（※注１）ＡＳＰ：ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの略で、一般には「実用的な業務処理ソフトウェ

ア(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄ)」を用意し、ユーザー企業のビジネスに合う業務処理等を支援する情報処

理システム・サービス会社をいう。

● こうしたインフラ整備事業の周知 継続的な広報 であるた普及には時間がかかり、 活動が重要

め、 として、 を幅広く している。普及に向けた取組み 成果物（ソフトウェア） 無償提供

部［実施］ａ．セミナー等の開催 ２４回 ｂ．各種パンフレット配布 ２６，３００

ｃ．概説書 ８、０００冊 ｄ. ＣＤ－ＲＯＭ １０、０００枚

e.ホームページによる紹介とソフトウエア提供の広告 等

ＤＣＣ ｱﾄﾞﾚｽ： http://www.dsri-dcc.jp/.

ｻﾌﾞｾｯﾄｱﾄﾞﾚｽ： http://ifctsv02.ifdb.dsri-dcc.jp/subset/index.htmk

[今後］1.ＰＲ： ＤＣＣ セミナーや流通情報展示会等を活用。が行う

効果に関する の実施。2導入・利用企業における事例や 調査
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・ＡＳＰベンダに対する利用状況調査・導入事例を調査。

．対象業務の拡大や利便性向上に向けたシステム機能の強化。3

・ 日配品を中心としたシステム開発を本システムのカスタマイズの事例として、

実施。（Ｈ１４中企庁委託 ）事業

⑤目標達成時期；普及啓発活動開始（平成１４年１月）後４年程度（平成１８年３月目途）

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 123,000［千円］ 123,000［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

（２）：物流標準サブセットの構築

ペイワンバイワン在庫を実現する（使用量分だけ補充注文が可能な）医薬品分割流通シ２－イ）

ステムの開発（予算：委託事業）

医薬品流通業界における分割小分けについて、ロット管理・有効期限管理に対応する①説明；

ＥＤＩ標準サブセットを開発し、同業界の物流の効率化を図る。物流

に関して、標準的な具体的には、卸問屋→分割備蓄センター→薬局に至る薬品物流

物流業務を把握し、それを基に、 や調剤薬局における物流業務（受発分割備蓄センター

ＥＤＩ標準 を する。注、検品等）の省力化・単品管理等を可能とする サブセット 開発

②事業実施主体；（社）練馬区薬剤師会 （会員数１８７店）

③主な対象者；薬局、医薬品卸

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
ＪＩＬＳ （社）練馬区薬剤師会（ 社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

・医薬品業界向け物流ＥＤＩ標準サブセットを開発した。

・１備蓄センター、１５薬局において実証実験を実施 。した

・ホームページにより紹介予定（４月下旬～）

http://www.neriyaku＠or.jp（社）練馬区薬剤師会ｱﾄﾞﾚｽ ：

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

・備蓄センターにおける発注業務 迅速化（約１０分→約１分）の

・検品業務 迅速化（ ３２分→約８分）の 約

・約６０％程度の在庫削減 （調剤薬局の薬価を元に試算）

→ 実証実験に基づく薬局当たりの想定経費削減額： 約７２０万円／年
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※ 薬局あたり平均１，２００品目があると仮定し、上記効果により、１００品目当たり約６０万円の経費が削減

されると試算。

（参考：平成１８年度目標：練馬区内会員薬局全１８７軒のうち１５～３０軒に導入予定）

＜定性的な効果＞

● 従来、薬局から分割備蓄センターへの発注方法は、電話とＦＡＸによる手作業であった。これ

に対して、薬局ＳＬＰ（※注２）を導入することにより、備蓄センターへの一括発注が可能となり、

発注業務・検品業務等の迅速化・精度の向上等の効果が得られた。

● 従来の医薬品物流モデルは、卸から薬局への箱単位の流通が中心であったため、薬局が

過剰に在庫を抱えるという問題があった。これに対して、本事業により、備蓄センターにおいて

分割小分けが可能となり、薬局の在庫削減の効果があることが示された。

● また、これまで、医薬品業界は保険制度等により競争が限定的であるという見方もあり、概し

て企業側における効率化への努力意識は薄かった。しかしながら、近年の国民医療費の増

加、外資製薬会社との競争激化等から、同業界においても、コスト削減のニーズが高まってい

る。

このような中で、本事業により先駆的な物流モデルを提示したことは、練馬区内のみならず

東京都薬剤師会のもとでの普及や日本薬剤師会における意識喚起も期待でき、業界全体の

競争力の強化、効率化に資すると考えられる。

（※注２）ＳＬＰ：Standard Logistics Packageの略。物流業務を支援するために開発されたソフトウェア・

パッケージ。運送業務、倉庫業務、物流センター業務などで活用することができ、製造業・卸売

業・小売業・物流事業など様々な業種に導入することが可能なソフトウェアである。

＜普及課題及び取り組み状況＞

平成１４年度に、薬剤師会を対象として、説明会及び研修を実施 （６回）。● した

● レセプトコンピュータ（※注３）と連動できる薬局ＳＬＰ 高価格である。これについが依然として

ては、平成１４年に、研究会（レセプトコンピュータ・メーカー及び調剤機器製作会社等で構成）

において、 レセプトコンピュータ 薬局ＳＬＰ 実証現在は手作業入力が主である と の連動に関する

実験 。を実施中

● 未整備部分のシステム開発（本システムと連動した管理データベースの開発、ＥＡＮコード

の定着、既存データとの連携等）に５年程度を要する。

（※注３） レセプトコンピュータ：調剤報酬関係事務を行なうためのコンピュータ。練馬区内における現時

点での普及率は９０％以上。現在、簡易在庫システム・処方歴データが搭載されており、調剤業

務の中心になっている。医薬品物流改革のためには、当コンピュータとＳＬＰの連動が不可欠であ

る。

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

平成１５年度

・各薬局の通信環境 整備 。の を開発

・管理センター及び薬局２軒にＳＬＰ 。を導入

平成１６年度

・管理センターシステムとＳＬＰ 薬局ＳＬＰの接続について検証した後、レセプトコン及び

ピュータ等との接続 。を検証

・順次、 ＳＬＰを導入。他の薬局に
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平成１７年度

・各薬局の通信環境 整備。を

・理センター間のデータ連携に関するシステム 。を開発

平成１８年度

・薬局ＳＬＰを練馬区内薬局の約１～２割（約１５～３０店）に導入。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 55,524 ［千円］ 55,524 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

２－ロ）日用雑貨物流ＥＤＩ標準サブセットの構築（予算：委託事業）

食品副資材日用雑貨業界 は、流通業務における情報 一元管理するために必要な、①説明； で を

情報の標準化が 確立していない。このため、本事業では、当該業界の卸売業、未だに

物流ＥＤメーカー、小売業、加工業の間の標準的な流通業務内容を調査し、それをもとに

標準サブセットを する。Ｉ 開発

②事業実施主体；食品副資材日雑情報研究会 （卸業者８社で構成）

食品副資材卸、食品副資材メーカー、小売③主な対象者；

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
ＪＩＬＳ 食品副資材日雑情報研究会（ 社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

を開発した。・食品副資材業界向け物流ＥＤＩ標準サブセット

・卸６社、メーカー２社、小売２社において実証実験を実施した。

・業界広報紙、専門誌等にプレス発表予定。

･ジャパン・パッケージング・ディーラー会（全日本の食品副資材卸団体）へも周知啓蒙予定。

・ホームページにより紹介

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

在庫管理コストが４５％減。在庫回転率が４５％増。受発注コストが６６％減。●

受注、ピッキング発送、発注、入庫の各作業にかかる時間にについ● 改善物流業務が平均５０％ （

て、実証実験を実施した卸企業６社の改善効果における平均値を取ったもの。）

平成１８年度目標： ４～３０社に導入予定）（参考： 卸

＜定性的な効果＞

● ヒアリング調査によれば、食品副資材日用雑貨の取扱量の約３０％を占める中小卸業者のう



- 14 -

ち、情報技術を使用している者がほとんどいない状況において、標準化・ＥＤＩの導入に対する

業界の意識改革を促すことができたと考えられる。

＜普及課題及び取り組み状況＞

● 普及活動として、本事業の参加ディーラー８社が加盟している協同組合エスシーエム・リブ

ネット内に物流情報委員会（９社：本事業参加企業８社＋新規参加企業１社）を設置し、同委員

会と協同組合が主催となり、メーカーや小売業者向けの説明会を３回実施した。その結果、北

海道から沖縄まで全国の組合構成員（ディーラー２９社（中小卸））で取り組むこととなった。

● 業界で１８万ｱｲﾃﾑ（商品）が流通している中で、メーカーでJANコードが付番されているのは

約１割であり、残る９割のｱｲﾃﾑ数の付番が必要となる。このため、本事業で開発した標準コード

体系に沿い、平成１５年７～８月頃までに、残りの９割について付番作業を終了する予定。

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

平成１５年度・Webを活用した実用化ＥＤＩ物流システムの詳細設計

・標準商品コード付番作業

・卸事業毎に使用していた独自コードから完成した標準コードへの移行作業

平成１６年度・実用化ＥＤＩ物流システムの開発（９月目途）。開発終了後稼働試験を実施

（～12月）。

（協）ＳＣＭリブネットにおいてＡＳＰを立上げ。平成１７年度 ・

中央化・業界シェア６０％を担う組合員（ディーラ２９社）と副資材メーカー（３社：

）で実稼働を開始。学、中央パルプ、福助工業

・商品コードの見直し及び維持管理。

１２０社（１２００店舗）に対し、本シ・組合員（ディーラ）の納入先である小売業約

ステムによる発注作業導入に向けて普及啓蒙活動を実施。

平成１８年度 日用雑貨物流ＥＤＩ標準サブセットを、業界売上シェア約７５％を占める売上

上位１００社のうち４～３０社に導入。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 58,873 ［千円］ 58,873 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

２－ハ）菓子業界における物流ＥＤＩサブセットの構築（予算：委託事業）

卸売業、メーカー、物流倉庫、運送業者において、入出庫作業の効率化、配送業務の①説明；

効率化、請求・支払業務の合理化を可能にする物流業務標準、 物流Ｅ及びそれを基に

ＤＩ標準サブセットを する。開発

全国菓子卸売業組合連合会 （約８００社で構成）②事業実施主体；
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菓子メーカー、菓子卸③主な対象者；

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
ＪＩＬＳ 全国菓子卸売業組合連合会（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

・ を 。菓子業界向け物流ＥＤＩ標準サブセット 開発した

・１２社（卸２社、メーカー７社、物流業者３社）において実証実験を実施 。した

・現在、３モデル地区で実施中の事業が終了した時点で、その効果も含め、業界広報紙、専門

誌にプレス発表予定。（～１５年秋）

・ホームページにより紹介( :ﾒｰｶｰ・卸間のＥＤＩ取引のための業界ＶＡＮ）ｅ－お菓子ねっと

「 （15年秋～）ｅ－お菓子ねっと」ｱﾄﾞﾚｽ ： http://www.eokashi.net

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

● 共同配送による経費削減効果

・卸売配送車輌減 （３２６台→２５１台）積載効率上昇 （８０％→９０％）、

・入庫作業効率化 （検品時間２０％減、受領報告時間７０％減）

・メーカーの出庫業務の効率化 （出庫業務時間４０％減）

・支払業務効率化 （請求書照合時間６０％減）

● 一括集荷システムによる経費削減効果

・卸の入庫作業効率化 （検品時間７０％減）

・メーカーの出庫業務効率化 （出庫業務時間５０％減）

・運送業務効率化 （運送報告時間５０％減、運賃請求時間５０％減）

＜定性的な効果＞

● 一括集荷システムを導入することにより、卸売業の物流業務の合理化が可能であることが示

唆された。また、卸売業が、商品の差別化を図るために中小零細メーカーから仕入れる際に、

一括集荷をすることで、中小零細メーカーにおいて省力化が可能となる。さらに、運送業者へ

の連絡を電話からＥＤＩに転換することで人為的ミスを防止できる効果があった。

● 共同配送については、大手メーカーが共通の物流倉庫・運送事業者を活用し、中小卸へ共

同配送することで、中小卸の受領作業等が大幅に合理化できる効果があった。

業界内の 高まり 意識喚● 大手メーカーも交えて実証実験を行ったため、 注目度が 、業界内の

効果があった。起が行われたという

＜普及課題及び取り組み状況＞

● 説明会するとともに、資料配付等を実施した。菓子卸商業組合を対象として、

－説明会の実施（８回）

－全国菓子卸商業組合連合会広報誌（１５００社に配布） ・普及ビデオ（２００社に配布）

において、効果的な普及活● 菓子業界物流効率化推進委員会（５回）、同専門委員会（３回）

。動方法、標準メッセージや商品コードの選定、導入モデル地区の選定を検討、決定している

● 推進委員会の決定を受け、以下の３モデル地区 共同配送事業（大手メー上記 において、
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カー）に一部中小メーカーへの一括集荷システムを組み合わせた事業を実施中であり、その成

果は、 推進委員会から組合員に向け普及、推進をしていく予定である。菓子卸商業組合

○新潟地区（大中小メーカー10社、中小卸11社）

○関東地区（宇都宮拠点：大中小メーカー10社、中小卸15社→首都圏30社に拡大を見込）

○中・四国地区（広島拠点：大中小メーカー10社、中小卸11社）

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

平成１５年度 ・モデル地区に導入 。し、効果を検証する

・モデル地区における結果を踏まえ、具体的な導入・普及計画を策定（７月）。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 99,960 ［千円］ 99,960 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

（３）：取引関係の用語等に関するメッセージ辞書の作成等、及び欠品、返品発生時のルールの設

定

）３－イ）アパレル業界共同物流センター新ビジネスモデルの構築と実地検証（予算：委託事業

アパレルメーカー、縫製工場、副資材メーカー、物流センター間において、副資材の発①説明；

注から製品の入荷までの標準 業務フロー 物流ＥＤＩ標準的な を調査した上で、それを基に

を する。サブセット 開発

（社）日本アパレル産業協会 （メーカー等２８０社により構成）②事業実施主体；

アパレルメーカー、縫製工場、副資材メーカー、物流センター③主な対象者；

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
（社）日本アパレル産業協会ＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）

【結果】

アパレル副資材業界向け物流ＥＤＩ標準サブセット した。・ を開発

・アパレル１社、副資材１社、物流センター１社、縫製工場１社において実証実験を実施した。

・ホームページにより紹介

http://www.jaic.or.jp（社）日本アパレル産業協会ｱﾄﾞﾚｽ ：

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

（アパレル）発注書作成作業の効率化（７０％減）、連絡作業の効率化（８０％減）●

（縫製工場）発注書作成作業の効率化（５０％減）、在庫管理精度の向上 納期遵守率の改、
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善

● 実証実験に基づく想定経費削減額：２，６７０万円／年

アパレル1社：2名／年（ 420 ）＠ 万円

副資材企業1社：４名／年（380 ）＠ 万円

縫製工場1社：1名／年（310 ）＠ 万円

（参考：平成１８年度目標：３０社（アパレル・副資材・縫製工場）に導入予定）

＜定性的な効果＞

● 本事業 中小卸・メーカーに加えて、発注者である大手アパレルメーカーも参加においては、

した。 業界内において、 意識喚起 。このため、 情報化に対する が図られた

従来、 に送付する のほとん● アパレルメーカーや縫製工場から副資材メーカー 副資材発注書

手書きによるものであり、各社不統一であ 製作ミスによるやり直しや廃棄ロどが った。このため、

スが発生していた。 本事業 成果物の導入により、作業の効率化 製作ミス等これに対して、 の や

の減少 が得られた。といった効果

＜普及課題及び取り組み状況＞

● 普及活動の実施

・普及説明会 （平成１４年度２回）を実施した

を した。・報告書（２００冊）及びＣＤ－ＲＯＭ（２００枚） 配布

・完成した標準メッセージと業務フロー、メッセージフローを掲載し、解説を加えた

した。小冊子を発行

● 未整備部分（メッセージの作成、仕入れ調達システム等）の環境設定に費用・時間を要す

る。 実証実験では、タグ・ネーム等のメッメッセージの作成については、委託事業における

セージを作成した。その後、同メッセージを踏まえ、独自に追加メッセージ（ボタン、ファスナー

。等に関するもの）を作成中

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

・アパレル業界での仕入調達 の標準化。平成１５～１７年度 業務

平成1８年度 ・アパレル副資材物流ＥＤＩ標準サブセットを約30社に導入。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 57,727 ［千円］ 57,727 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

３－ロ）ＨＢＣ小売チェーン物流にかかわるデマンドチェーンマネジメント支援システム

（予算：委託事業）

ＨＢＣチェーン 商品調達・供給にかかる物①説明； （ドラッグストアのボランタリ・チェーン）における

流業務について、取引先を含めて、効率的な物流業務を実現する物流業務標準を策定
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し、これ 物流ＥＤＩ を開発する。を基に 標準サブセット

（社）日本ボランタリー・チェーン協会②事業実施主体；

ボランタリー・チェーン本部・加盟店、卸、メーカー③主な対象者；

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
（社）日本ボランタリー・チェーン協会ＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）

【結果】

・ 向け物流ＥＤＩ標準サブセットを開発した。ドラッグストアのボランタリー・チェーン

・ チェーンにおいて、 実証実験を実施した。ＨＢＣ 本サブセットの

・ホームページにより紹介

（社）日本ボランタリー・チェーン協会ｱﾄﾞﾚｽ ： （７月～）http://www.vca.or.jp

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定性的効果＞

従来は で行っていた取引先毎の 等のチェーンの加盟店において、 手作業 発注・入荷検品

業務 荷受業務の負担の削減、発注精度 向上がについて、本システムを導入することにより、 の

図られ、在庫量 削減し 本来の店頭営業により専念できる 。を 、 可能性が示唆された

参考：平成１８年度目標：実証実験実施主体加盟企業の３５０店舗に導入予定）。（

＜普及課題及び取り組み状況＞

未整備部分のシステム開発（ＰＯＳ等店舗システムとの連携や本部のＥＰＲシステムとの連

携）に費用・時間を要する。現在、これらのシステム間を連携 進めていするソフトウェアの開発を

るところ。平成１４年度は、本物流ＥＤＩの効果的な導入に必要となる商流（所有権と貨幣の流

通に関する）システムの設計を 。実施した

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

平成１５年度 ・営業倉庫・物流拠点の統廃合の推進

・商流システムの開発

平成1８年度 ・物流ＥＤＩ標準サブセットを３５０店舗に導入

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 54,719 ［千円］ 54,719 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業
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３－ハ） 有機食品のロジスティクスWeb-EDIシステムの開発と検証（予算：委託事業）

有機農産物 物流業務 、これを基に、業務効率の①説明； における標準的な受発注及び を調査し

向上が可能となる物流ＥＤＩ標準サブセット（消費者←→流通事業者←→（卸）←→生産

を開発する。者間の物流に関するＥＤＩシステム）

②事業実施主体；愛農ネットワーク （２２社により構成）

③主な対象者；卸、生産者

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
愛農ネットワークＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）

【結果】

有機農産物業界向け物流ＥＤＩ標準サブセットを開発した。・

流通事業者１社、中小卸１社、中小生産者１４軒、消費者９軒において実証実験を実施・中小

した。

により紹介・ホームページ

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

受発注、出入荷、配送、商品受払 が図られた。● 業務の効率化

（参考；平成１８年度目標：実証実験実施企業と同業態の流通事業者５社に導入予定）

たことにより な受● 従来の電話・ＦＡＸ中心の受発注業務等から本システムへ切り替え 、人為的

ミス 減少 。発注 が した

● 有機農産物業界 がほとんど 、本事では、受発注業務の情報化・標準化 進んでいなかったが

業により、 業界 意識啓発 。情報化の特性を示すことで、 内の に資することができた

＜普及課題及び取り組み状況＞

● 愛農ネットワークを構成する流通事業者に対し、説明会を実施 （２回）。した

● 発注管理と物流業務の情報の連携を行う仕組み 整備 費用・時間を要を改善・ するために、

する。 １４年度末を目途として情報連携の仕組みを構築中。これについては、

＜今後の導入スケジュール（予定）＞

する。平成１５年度 ・発注管理と物流業務の情報連携システムを改善

・現行の 方法を踏まえて する。業務 業務処理改善効果を確認

平成１６年度 ・有機農産物のトレーサビリティ に対応可能な仕組ー（生産履歴の追跡確認）

みを検討し、１社に導入する。

平成１７年度 ・情報連携システムの改善を完了する。

平成1８年度 ・実証実験実施企業と同業態の流通事業者５社にＥＤＩを導入する。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 55,442 ［千円］ 55,442 ［千円］ なし
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予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

先進的企画商品（Ｖマーク）の商・物流一気通貫共同物流システム（予算：委託事業）３－ニ）

利用者の既存システムと連携しつつ、共同配送センターを活用し、取引先における商品①説明：

配送の負荷軽減、一括配送、ＰＯＳ分析データの共有が可能な物流ＥＤＩ標準サブセット

を開発する。

②事業実施主体；共同物流システム開発支援推進協議会（（株）八社会） （８社により構成）

業者、卸業者、メーカー③主な対象者；小売

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
共同物流システム開発支援推進協議会（株）八社会）ＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（ （

公募

④目標達成度（結果、効果）

【結果】

・日雑・食品の卸・メーカー向け 。物流ＥＤＩ標準サブセットを開発した

小売２社（９０店）、物流事業者１社、中小卸業者１社、中小卸メーカー１社により実証実験を実・

施した。

により紹介・ホームページ

八社会ホームページ（平成１５年秋～）

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

共同物流による効率化●

・配車台数３３％減、配送時間４５％減、荷受～仕分における時間短縮２３％減。

１，５００万円／年● 実証実験による実施主体における想定経費削減額： 約

※ 主な経費削減額は車輌経費によるもののみとし、実証実験において、配送台数の削減により、

約４３０００円／日のコスト削減が可能と推計される。

（参考：平成１８年度目標：首都圏の６社２００店に導入予定）

＜定性的効果＞

● 標準化された受注データの一括受信が可能となることにより、卸及びメーカーの受信に係る

作業の軽減、受信エラー等のトラブル回避といった効果が得られた。

＜普及課題及び取り組み状況＞

● 出資８社の本部長会を通して推進体制を強化する（平成１４年度４回開催）。

● 物流ＥＤＩ標準サブセットを効率的に稼働させるためには、帳合（継続的な取引）の集約が不可欠

である。これについては、専門分科会を開催し、第一段階として取り組む対象商品を決定。

● 未整備部分のシステム開発（帳合の集約にあわせたシステム開発、対象商品の拡大に応じ

たメッセージ追加等）に費用・時間を要する。
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＜今後の導入スケジュール（予定）＞

平成１５年度 ・一部の商品について帳合の集約を開始する。

平成１６年度以降 ・１５年度の を踏まえ、Ｅ 商品 拡大し、追加システム結果 ＤＩで取り扱う対象 を

の開発及び追加メッセージ等の開発を開始する。

・帳合の集約の進展にあわせ、メーカー・卸に物流標準サブセットを随時導入。平成１８年度

（集約対象約６０社）

・日雑・食品卸、メーカー向け物流標準サブセットを首都圏６社（約２００店）

に導入。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 55,442 ［千円］ 55,442 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

（４）：共同物流センターのセンターフィー（使用料）等算定システムの開発、及び物流ＥＤＩとの結合

（予算：委託事業）システムの開発

物流センター利用料 、物流受託業務毎に費用を算出することができるソフト①説明； について

の を策定し、それを基ウェアを開発する。具体的には、共同物流センター コスト算定標準

センターフィー算出システムを開発する。に、物流

（社）日本ボランタリー・チェーン協会②事業実施主体；

③主な対象者；共同物流センター

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
（社）日本ボランタリー・チェーン協会ＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

・ の を した。共同物流センター向け センタフィー算出モデル 作成

・ホームページにより紹介

（社）日本ボランタリー・チェーン協会ｱﾄﾞﾚｽ ： http://www.vca.or.jp（７月～）

(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ： http://www.logistics.or.jp/

【効果】

物流受託業務に対応する原価構造 可視 。● を 化することができた

● を することができた。センターフィー算出方法 簡便化

● 中小小売チェーンは、商品調達のスピードアップとコスト削減のために共同物流を実施して

いるが、共同物流センターにおけるセンターフィー算出方法には依然として不透明な部分があ

り、物流共同化のトラブルの原因となるケースがあった。本事業により、明確な算定根拠による
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センターフィーの算出が可能となったことで、物流センターに業務毎のコスト意識を喚起するこ

とができた。また、関係者の間で共通のコスト情報が提供されることとなり、物流共同化の推進

が期待される。

なお、平成１８年度を目途に、本システムを導入したセンターに対し、アンケート調査を実

施。

＜普及課題及び取り組み状況＞

● １４年度は、 協会 展示会（１５０社 ）、流通システム化懇談会（２０ボランタリー・チェーン の 参加

社 等において事例発表を実施した。さらに協会理事会での説明会を実施予定（４０社程参加

度）。

● 活動辞書のサンプル版を配布予定（協会 （約５０チェーン）とその傘下メンバー）。会員

＜導入計画＞

● 今後、 データの取得方法 運用体制の 、その事例センターフィーに関する や 成功事例を作り

を、 システムとあわせて 提供する。本 共同物流センターに

● 平成１８年までに、本システムを、ボランタリー・チェーン協会傘下 を中心に １２センの会員 、

ターで導入予定。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 149,912 ［千円］ 149,912 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

－中小卸売業における共同物流運営ビジネスモ（５）：共同物流システムのアプリケーションの開発

デルの開発及び実地検証事業（予算：委託事業）

業務を一括運営する 情報システム（ＳＬＰ：Ｐ１３※注２参照）を 出入①説明：・物流 ための 活用し、

における効率的なピッキング（商品の在庫棚からの取り出し作業）及び配車業務を自動荷

的に行うことができるソフトウェアを開発する。

・併せて、中小小売店が を活用して当該物流センターに に ができインターネット 簡易 発注

る 開発する。仕組みを

輸配送 保管業務の共同化 。・これを活用し、 及び が可能なビジネスモデルを開発する

協同組合熊谷流通センター（８２社により構成）②事業実施主体；

③主な対象者；卸売業とその納入先

補助
経済産業省 ＩＰＡ 公募委託（情報処理振興事業協会）

請負
協同組合熊谷流通センターＪＩＬＳ（社）日本ロジスティクスシステム協会）（

公募

④目標達成度（結果、効果）

【結果】

・ 共同物流運営 を開発した。上記ソフトウェアを開発し、これを活用した システム
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・１１社（卸４社、物流事業者３社、小売４社）において実証実験を実施した。

・ホームページにより紹介

http://www.e-cals.co.jp/~sdr/index.html全国卸商業団地協同組合連合会ｱﾄﾞﾚｽ ：

http://www.socio.jp協同組合熊谷流通センターｱﾄﾞﾚｽ ：

http://www.logistics.or.jp/(社)日本ロジスティクスシステム協会ｱﾄ゙ﾚｽ ：

【効果】

＜定量的な効果＞

・共同配送業務における配車時間の短縮（10分→10秒）

・ピッキング処理時間の短縮（24％ ）減

・保管効果、作業の効率化（20～30％ ）減

・保管スペースの効率化（33％ ）減

・配送ルートの集約化による傭車費の効率化（17％ ）減

・受注から出荷指示までの作業時間、作業費の効率化（25％ ）減

○実証実験による実施主体の想定経費削減額： 約７５６万円／年

（内訳）ａ.保管業務(共同保管の実施)： 年間削減額＝300万円
・300坪→200坪(33％ ）、25万円／月(100坪)×12ヶ月減

ｂ.配送業務（共同配送の実施） 年間削減額＝360万円：
・6ルート６台(4㌧車)→5ルート５台に削減(17％ )減
・30万円／月(傭車費)×12ヶ月(＝1便当たり1.2万円/日×２５口)

ｃ.受注業務（共同受注の実施）： 年間削減額＝96万円
・作業時間8h→6h／週×４週×10人＝80ｈ/月(25% )減
・8万円／月(80ｈ)×12ヶ月

（参考：１８年度導入目標：卸団地2０団地 のうち６組合等）等

＜定性的効果＞

配車作業について、従来は、熟練者が３交替制により長時間作業を行っていたが、当該シス●

テムを導入することで、熟練者以外の者でも対応が可能となり、経費の削減、作業の効率化、

精度の向上が実現できた。

具体的に示すことができ、 意識● 中小卸事業者に対して、情報化による効果を これら事業者の

喚起と 取り組み 。情報化への の契機となった

＜普及課題＞

● 共同物流事業を成功に導くための要件として、採算を確保できる共通配送エリアの納入先

への安定的荷量の確保が必須である。

● 共同物流の実施における課題としては、参加企業の資金的・技術的・人的な経営資源の格

差により、共同業務が可能な範囲に限界はあるが、そうした課題を乗り越える全参加者の熱意

と協力及び事業を束ねる強力なリーダーシップが発揮できる人材が必要である。

＜導入計画＞

● 平成１４年度に物流法の認定を受けた組合に対し、当該ビジネスモデルを説明した。その結

果、複数の組合が、導入に向けた具体的な検討を実施中。

● 平成１４年度に、全国卸商業団地協同組合連合会事務局長会議において、当該ビジネスモ

デルの概要・成果を説明した（平成１５年３月）。

● 共同物流のニーズがあると思われる地域の卸団地と近隣の地場の小売商店等に対し、物流
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アドバイザーの協力を得つつ、当該モデルの普及ＰＲを実施する予定。

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度以降継続

平成１２ 平成１３ 100 ［％］ 262,500 ［千円］ 262,500 ［千円］ なし

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業海外展開等支援事業費補助金
（目細）情報通信技術活用支援事業費補助金
（積算内訳）情報通信技術を駆使した中小企業の商流・物流の高度化・効率化システム開発事業

（６）中小商業ＩＴ活用経営革新ビジネスモデル策定事業 （予算：補助事業）

①説明；中小商業者の経営環境は、外資流通事業者の進出、新しいタイプのディスカウント店の

急速な伸張等により非常に厳しくなりつつある。このため、中小商業者の競争力の強化を

図るべく、ＩＴを活用した新たなビジネスモデルを開発するための実現可能性調査研究事

業を行う中小商業団体等を支援する。

②事業実施主体；全国中小企業団体中央会（全国中央会）

③主な対象者；中小商業団体等

補助 補助(6/10) 成果の利用

経済産業省 全国中央会 中小商業団体等 中小商業者

事業提案

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

・補助金交付団体； ３４団体（１４，２６０千円／団体）

・執行額； ４８４，８５３千円

・事業規模； ８０８，０８８千円

採択率

応募件数（件） 補助件数（件） 採択率（倍）

６５ ３４ １．９

参考； 利用団体の概要

（1-1）団体の属性

実施団体は「協同組合 「商店街振興組合 「商工会・商工会議所」等多様。」、 」、

（1-2）事業目的

「 バーチャルモールの構築」が一番多く全体の１／３強、

その他
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次いで「顧客、構成員に対する情報提供システムの構築」で全体の１／３弱。

【効果】

※ 本事業の効果を測定するため、補助事業を実施した団体及びその成果を利用している構成

員に対するアンケートを実施した。その結果、補助事業を直接実施した団体の回答率は約９割

であったが、その成果を利用している構成員からの回答率は約２割と低かった。以下の評価

は、アンケートに回答のあった団体等のデータを基に、全体を推測したものである。

＜定性的な評価＞

① 事業実施団体の評価

ア．最終目標に向けた達成度合

「補助事業を実施した結果、最終目標に向けた達成度はどうか」との質問に対し、「予

定どおりの効果(35.9％)」又は「予定以上の効果(5.1％)」と回答した団体は約４割で、

逆に「効果なし(56.4％)」と回答した団体の方が多かった。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

イ．金額に表れない効果（複数回答）

「補助を実施したことによる金額に表れない効果」について質問したところ、「顧客

サービスの向上(25団体)」、「知名度の向上(22団体)」、「集客力の向上(15団体)」等

の回答があった。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

ウ．補助事業の総合的評価

「補助事業の実施を総合的に判断し、どうであったか」との質問に対し、「大変良かっ

た(51.4％)」又は「どちらかといえば良かった(40.5％)」と回答した団体が約９割。

※平成14年12月団体向けアンケート調査
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② 補助事業成果利用企業の評価

ア．最終目標の達成度合い

「補助事業を利用した結果、目標に向けた達成度はどうか」との質問に対し、「予定

どおりの効果(17.2％)」又は「予定以上の効果(16.2％)」と回答した企業が約３割で、

「効果なし(23.2％)」と回答した企業を上回っている。

なお、「わからない(43.4％)」と回答した企業が最も多かった。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

イ．成果活用による事業の変化

「補助事業の活用により事業内容に変化があったかどうか」との質問に対し、「大き

な変化があった(9.8％)」又は「多少変化があった(47.1％)」と回答した企業が約６割

で、「変化なし(34.3％)」回答した企業を上回っている。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

ウ．金額に表れない効果（複数回答）

「補助を利用したことによる金額に表れない効果」について質問したところ、「知名

度の向上(51企業)」、「顧客サービスの向上(40企業)」、「集客力の向上 (30企業)」

等の回答があった。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

エ．補助事業の総合的判断

「補助事業の利用を総合的に判断し、どうであったか」との質問に対し、「大変良

かった(24.2％)」又は「どちらかといえば良かった(45.5％)」と回答した企業が約７割。

＜定量的な効果＞

① 補助事業構成員における開発成果の活用状況

団体数 団体構成員数

補 助 事 業 実 施 ３１団体 ３１，２４５社

成 果 活 用 数 １７団体 ３，５４６社

活 用 率 ５４．８％ １１．３％

※平成14年12月団体向けアンケート調査

● 補助事業の成果を活用している１７団体中５団体では、構成員の７割以上が導入済み（近

日導入予定の団体を含む）。それ以外の１２団体においては、構成員の導入率は３割以下。

② 事業の前倒し効果

「補助金を受けられなかった場合、補助事業の実施をどうしていたか」との質問に対し、

「実施を断念（41.0％）」又は「実施を延期（28.2％）」と回答した団体が約７割あり、補助金

交付による事業の前倒し実施を促進したといえる。
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【事業の前倒し効果】 ５５９百万円

484,853千円(全補助交付金額)×69.2％(断念又は延期の割合)÷ 6/10(補助率)

※平成14年12月団体向けアンケート調査

③ 経営数値（付加価値額、営業利益等）の変化

構成員企業における、補助事業の成果利用前後の年度での経営数値の比較結果

－営業利益 31,550千円増加（導入企業3,546社に換算すると、5,329百万円増加）

－付加価値額 23,173千円増加（導入企業3,546社に換算すると、3,914百万円増加）

－売上高対営業利益率 １．１％から１．５％に上昇

※ ただし、経営数値の変化が必ずしも補助事業の成果利用によるものだけではないこと、

アンケートに回答した企業数が少ない（２１社）点等に留意が必要である。

平成１４年度
平成１３年度 増 減

（予想）

営業利益(千円) 87,347 118,897 31,550

付加価値額(千円) 1,632,806 1,655,979 23,173

１人当たり付加価値額(千円) 3,312 3,373 61

売上高対売上原価率(％) 74.9 74.5 ▲0.4

売上高対販売・管理費率(％) 24.0 24.0 ±０

売上高対営業利益率(％) 1.1 1.5 0.4

（ ）※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査 回答企業21社合計

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度継続

平成１２ 平成１３ ６０ ％ 569,791 千円 491,063 千円 なし［ ］ ［ ］ ［ ］

予算費目名：＜一般＞

（項）中小企業対策費

（目）中小企業連携組織対策推進事業費補助金

（目細）中小商業情報通信技術活用経営革新ビジネスモデル策定事業

（７）ＩＴ活用型経営支援システム開発支援事業 （予算：補助事業）

①説明；消費者ニーズの多様化に、中小小売業者が個別に対応することは困難であり、チェーン

本部や卸売業者等の供給側が、中小小売業者に対して、販売数量、時期、方法等の商

品情報を提供する仕組みが有効である。このため、ＩＴを活用して商品管理等の経営支援

サービスを提供できる汎用性の高いシステムの構築を行う中小商業団体等を支援する。

②事業実施主体；全国中小企業団体中央会（全国中央会）

③主な対象者；中小商業団体等

補助 補助 成果の利用

経済産業省 全国中央会 中小商業団体等 中小小売業者

事業提案

④目標達成度（結果、効果）；

【結果】

・補助金交付団体； １団体
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・執行額； １６０，６００千円

・事業規模； ２６７，６６７千円

採択率

応募件数（件） 補助件数（件） 採択率（倍）

９ １ ９

【効果】

※ 本事業の効果を測定するため、補助事業を実施した団体と取引関係にあるチェーン企

業に対するアンケートを実施した。今回の補助事業の目的が取引先に対する経営支援

サービスの提供であったことから、補助事業の実施自体を知らない企業もあったと考えら

れ、回答率は約５％と低かった。

以下の評価は、アンケートに回答のあった企業のデータに基づくものである。

＜定性的な評価＞

① チェーン構成員企業による評価

ア．最終目標に向けた達成度合

「補助事業を利用した結果、目標に向けた達成度はどうか」との質問に対し、「効果

が上がっていない」と回答した企業が20.0％で、「効果が上がっている」と回答した企

業はなかった。なお、「わからない(80.0％)」と回答した企業が最も多かった。

※平成15年1月構成員企業向けアンケート調査

イ．成果活用による事業の変化

「補助事業の活用により事業内容に変化があったかどうか」との質問に対し、「多少

変化があった」と回答した企業が18.5％で、「変化がなかった(34.3％)」回答した企業

を下回っている。

※平成15年1月構成員企業向けアンケート調査

ウ．金額に表れない効果（複数回答）

「補助事業を活用したことによる金額に表れない効果」について質問したところ、

「特にない(20企業)」が大多数で、効果としては「販売機会ロスの削減」等の回答が

あった。なお、「その他」は「発注数量等の確認がすばやくできる」等

※平成15年1月構成員企業向けアンケート調査

エ．補助事業の総合的評価

「補助事業の利用を総合的に判断し、どうであったか」との質問に対し、「どちらかと

いえば良かった」と回答した企業が36.4％で、「どちらかと言えば悪かった(31.8％)」又

は「大変悪かった(4.5％)」とほぼ同数であった。なお、「分からない」が27.3％あった。

※平成15年1月構成員企業向けアンケート調査
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＜定量的な効果＞

① 補助事業構成員における開発成果の活用状況

参加者数 チェーン構成員数

補 助 事 業 実 施 ３チェーン ２，７２３社

成 果 活 用 数 １チェーン ６１２社

活 用 率 ３３．３％ ２２．５％

※平成15年1月構成員企業向けアンケート調査

※ 補助事業の成果を活用していない原因として、２チェーンについては、開発したシステ

ムが業態に合っていなかったためである。そのうち、１チェーンは、開発したシステムを独

自にカスタマイズし、今年度から導入する予定である。

② 経営数値（付加価値額、営業利益等）

構成員企業における補助事業の成果利用前後の年度での主な経営数値の比較

－営業利益 15,591千円増加（導入企業612社に換算すると、734百万円増加）

－付加価値額 13,281千円増加（導入企業612社に換算すると、625百万円増加）

－売上高対営業利益率 １．８％から４．９％に上昇

※ ただし、経営数値の変化が必ずしも補助事業の成果利用によるものだけではないこと、

アンケートに回答した企業数が少ない点（１３社）等に留意が必要である。

平成１４年度
平成１３年度 増 減

（予想）

営業利益(千円) 9,507 25,098 15,591

付加価値額(千円) 90,742 104,023 13,281

１人当たり付加価値額(千円) 1,562 1,926 364

売上高対売上原価率(％) 69.2 68.9 ▲0.3

売上高対販売・管理費率(％) 29.0 26.2 ▲2.8

売上高対営業利益率(％) 1.8 4.9 3.1

※平成15年1月チェーン構成員企業向けアンケート調査（回答企業13社合計）

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度継続

平成１２ 平成１３ ６０ ％ 161,952 千円 160,853 千円 なし［ ］ ［ ］ ［ ］

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費
（目）中小企業連携組織対策推進事業費補助金
（目細）情報通信技術活用型経営支援システム開発支援事業

（８）ＩＴ活用下請等取引システム開発事業 （予算：補助事業）

①説明；中小小売業、下請企業等が関連する事業者と連携して設立するコンソーシアムが実施

する、経営革新のためのソフトウェアや商品データベース・システムの開発・改良を行う事

業（経営革新支援事業）、及びこれらの事業を行うための事前調査研究を行う事業（事前

調査研究事業）に対し、事業費の一部を補助する。

②事業実施主体；全国中小企業団体中央会
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③主な対象者；中小小売業、下請企業等が関連する事業者と連携して設立するコンソーシアム

補助 補助(6/10以内) 成果の利用

経済産業省 全国中央会 中小小売業者等 中小小売業者等

事業提案

④目標達成度（結果、効果）；

【結果及び効果】

採択率

事 業 名 応募件数 補助件数 補助倍率
（件） （件） （倍）

経営革新支援事業 33 12 2.8

事前調査研究事業 18 7 2.6

合 計 51 19 2.7

１－１．経営革新支援事業の結果と効果

１－１－１．経営革新支援事業の結果

・補助金交付団体； １２団体（６３，２１０千円／団体）

・執行額； ７５８，５１５千円

・事業規模； １，２９０，１０９千円

参考； 利用団体の概要

① １２団体の属性（複数回答）

※平成14年12月団体向けアンケート調査

＜事業成果の活用事例＞

・メール宅配便の追跡管理システムを活用した事例

メール便の宅配業界において、追跡管理システムを開発・導入しリアルタイムで個々の商

品の配達状況を管理することにより、顧客の信頼性を高め、受注の拡大につなげた。

・家具小売業界における情報化の事例

家具の小売業界において、各店舗ごとの売れ筋情報をつかみ、「顧客の要望している商

品が常に店頭に展示してある店作り」を行うことにより、顧客のニーズに応えた。

・食品業界において、物流コストの低減を図った事例

食品業界において、情報技術を駆使してメーカー・卸・販売の連携を図り、「発注・仕入・

販売・在庫・物流管理」等の業務の再構築を行うことにより、物流コストの低減を行った。

② 事業目的

「構成員の売上げ増加（35.7％）」、「構成員の経費削減(21.4％)」又は「構成員の取引維
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持 (7.1％)」と「構成員向け事業」と回答したところが約６割で、「団体自らの経費削減等

(28. 5％）」 と回答したところよりも多かった。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

１－１－２．経営革新支援事業の効果

※ 本事業の効果を測定するため、補助事業を実施した団体及びその成果を利用している構成

員に対するアンケートを実施した。その結果、補助事業を直接実施した団体全てから回答があ

り、その成果を利用している構成員からの回答率は、約４３．４％。以下の評価は、アンケートに

回答のあった団体等のデータを基に、全体を推測したものである。

＜定性的な効果＞

ア－１．実施団体の評価

① 目標達成度

「補助事業を実施した結果、最終目標に向けた達成度合いはどうか」との質問に

対し、「ほぼ予定どおりの効果(42.9％)」と回答した団体は、「予定より効果が上がっ

ていない（42.9％）」と回答した団体と同数であった。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

② 金額に表れない効果（複数回答）

「補助事業を実施したことによる金額に表れない効果」について質問したところ、「社

内意識の高揚(9団体)」、「顧客に対するサービスの向上(8団体)」、「知名度の向上(6

団体)」等の回答があった。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

③ 総合的効果（複数回答）

「補助事業の実施を総合的に判断し、どうであったか」との質問に対し、「大変良かっ

た（57.1％）」又は「どちらかといえば良かった（35.7％）」と回答した団体は約９割であっ

た。 ※平成14年12月団体向けアンケート調査
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ア－２．開発成果導入企業の評価

① 目標達成度

「補助事業を実施した結果、目標に向けた達成度はどうか」との質問に対し、「予定

どおりの効果（46.5％）」又は「予定以上の効果（18.6％）」と回答した企業は約７割で、

「予定した効果があがっていない(25.6％)」と回答した企業を上回った。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

② 開発成果の使い勝手

「開発成果の使い勝手はどうか」との質問に対し、「良い（69.8％）」又は「とても良い

（7.0％）」と回答した企業は約８割で、「悪い(7.0％)」を上回った。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

③ 金額に表れない効果（複数回答）

「補助金を利用したことによる金額に表れない効果」について質問したところ、「受

発注業務の効率化(31社)」、「顧客へのサービスの向上(21社)」、「社内意識の高揚

(16社)」等の回答があった。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

④ 実施結果の総合的判断

「補助事業の利用を総合的に判断し、どうであったか」との質問に対し、「大変良

かった（41.9％）」又は「どちらかといえば良かった（44.2％）」と回答した企業は約９割

で、「悪かった」と回答した企業はなかった。

※平成14年12月構成員企業向けアンケート調査

イ．定量的効果

① 補助事業構成員における開発成果の活用状況

団体数 団体構成員数

補 助 事 業 実 施 １２団体 １，３８３社

成 果 活 用 数 １１団体 ９９社

活 用 率 ９１．７％ ７．２％

（今後の導入見込み）

・平成１５年 ３月末まで：累計 １７０社（導入率：１２．３％）

・平成１５年１２月末まで：累計 ２１９社（導入率：１５．８％）

※平成14年12月団体向けアンケート調査

※ 補助事業を実施した１２団体中２団体において構成員の７割以上が導入済み（近日導

入予定の団体を含む。）。それ以外の９団体においては導入率３割以下。

② 経営数値（付加価値額、営業利益等）
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構成員企業における補助事業の成果利用前後の年度での主な経営数値の比較

－営業利益は849百万円増加（導入企業99社に換算すると、3,655百万円増加）

－付加価値額は109百万円増加（導入企業99社に換算すると、471百万円増加）

－売上高対営業利益率は１．２％から１．８％に上昇

※ ただし、経営数値の変化が必ずしも補助事業の成果利用によるものだけではないこと、

アンケートに回答した企業数が少ない点（２３社）等に留意が必要である。

開発成果 開発成果 増 減

導入前年度 導入年度

営業利益(千円) 1,793,311 2,642,422 849,111

付加価値額(千円) 15,937,842 16,047,193 109,351

１人当たり付加価値額(千円) 5,812 6,198 386

売上高対売上原価率(％) 80.9 81.2 0.3

売上高対販売・管理費率(％) 17.9 17.0 ▲0.9

売上高対営業利益率(％) 1.2 1.8 0.6

（ ）※平成14年12月構成員企業アンケート調査 回答企業23社合計

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

③ 事業の前倒し効果

「補助金を受けられなかった場合、補助事業の実施をどうしていたか」との質問に対

し、「実施を断念(33.3％)」又は「実施を延期(41.7％)」と回答した団体は75.0％あった。

このことから、補助金の交付により、事業の前倒しを促進したといえる。

【事業の前倒し効果】 ９４２百万円

※ アンケート調査結果をもとに前倒し効果があった団体の総事業費を合計

１－２．事前調査研究事業の結果と効果

１－２－１．事前調査研究事業の結果

・補助金交付団体； ７団体（５，９７７千円／団体）

・執行額； ４１，８４０千円

・事業規模； ６９，７４１千円

参考；利用団体の概要

（複数回答）① ７団体の属性

※平成14年12月団体向けアンケート調査

② 事業目的

「システム開発への課題の抽出(３団体、42.9％)」が一番多く、次いで「参加者のＩＴ化の実

態調査(２団体、28.6％)」であった。

その他
の業種
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※平成14年12月団体向けアンケート調査

１－２－２．事前調査研究事業の効果

＜定性的な効果＞

● 実施団体の評価

「補助事業を実施した結果、最終目標に向けた達成度はどうか」との質問に対し、

「ほぼ予定通りの効果（４団体、57.1％）」又は「予定以上の効果（１団体、14.3％）」と

回答した団体は約７割で、「効果がなかった(２団体、28.6％)」を上回っている。

※平成14年12月団体向けアンケート調査

この他の評価としては、本事業を実施したことにより、７団体全てが今後の方向性

（ソフト開発の段階に進むべきかどうかの判断）が明確になったといえる。

＜定量的な効果＞

① 事業実施後のシステム開発への取り組み状況

● 既に開発に着手している団体：２団体（28.6％）

● 今後、開発に着手する予定の団体：４団体（57.1％）

※着手が遅れている理由

・不況の影響等による資金不足のため事業中断（３団体）

・事前調査（効果測定）継続実施中（１団体）

● 開発に着手する予定のない団体：１団体（14.3％）

※開発を断念した理由

・経営環境の変化により、システム開発の必要性が低下したため

※平成14年12月団体向けアンケート調査

② 事業の前倒し効果

「補助を受けられなかった場合、補助事業の実施をどうしていたか」との質問に対し、

「実施を断念(３団体、42.9％)」又は「実施を延期(２団体、28.6％)」と回答した団体が約

７割あった。このことから、補助金の交付により事業の前倒しが促進されたといえる。

【事業の前倒し効果】 ４６百万円

※ 平成14年12月団体向けアンケート調査結果をもとに前倒し効果のあった団体の総

事業費を合計

＜予算額等＞

開始年度 終了年度 補助率 総予算額 総執行額 １５年度継続

平成１２ 平成１３ ６０ ％ 972,149 千円 811,087 千円 なし［ ］ ［ ］ ［ ］

予算費目名：＜一般＞
（項）中小企業対策費

その他
14.3%

ｼｽﾃﾑ開発
課題の抽出

42.9%

ｼｽﾃﾑ導入
による

効果予測
14.3%

参加者の
ＩＴ化

実態調査
28.6%
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（目）中小企業連携組織対策推進事業費補助金
（目細）情報通信技術活用下請等取引システム開発事業

５．有識者、ユーザー等の各種意見

（１）浅野 正一郎 国立情報研究所 教授

① 事業全体について

● 効果的に事後評価を行うためには、事業を実施する前に、あらかじめ事後評価の評価項目や

評価方法等について、事業実施者と国との間でコンセンサスを得ることが望ましい。

● 大学でも研究活動や教育に対して評価を行っているが、定量的な評価は難しい。例えば大学

図書館の場合、評価指標として利用率だけに着目してしまうと、大衆受けのする書籍を置いてい

れば利用率は上がるが、研究成果への貢献という観点からは意味がない。中小企業支援事業に

対する評価についても同様。すなわち、定量的なデータのみで評価するのではなく、定性的な効

果、例えばインフラ整備の立ち上げの推進、業界の意識喚起といった効果も考慮する必要があ

るのではないか。

● デジタル・デバイドについて： 中小企業は、大企業に比べて、情報化の具体的な手段や効

果を知る機会が圧倒的に少ない。このため、中小企業は、例え情報化による業務効率化をイメー

ジできても、実際の行動に移りにくく、結果的にデバイドが生じてしまう。したがって、デバイドを解

消するためには、第１段階として、中小企業が、大企業が進める情報化に関わることを通じて情

報化の経験をし、第２段階として、実際に経営判断に結びつけていくことが、有効だと思われる

● 技術は日進月歩で革新していくものであり（例えばＩＣタグの出現等）、今後も予測不能なことが

起こりうる。したがって、数値的な導入目標を確実に達成できるとは限らない。このため、目標の

達成度については、外部要因を考慮しつつ柔軟に捉えるとともに、評価方法についても常に改

善に取り組んでいくべき。

② 個別事業について

● 本委託事業である標準サブセットや取引辞書の開発は、商業の分野において、取り組まなけ

ればならない基幹問題であるため、これらは政策項目として妥当だったと思う。

● 業界全体に係るインフラを整備するためには、業界の有力企業を取り込むことで、業界全体の

意識を高めることができる。したがって、有力企業を含めて業界内で事前にコンセンサスを得た

上で事業を進めることが望ましいが、このためには、事前に、事業による具体的な成果目標や効

果を示す必要がある。

● このようなインフラ整備事業については、国が政策としてうち立てなければ、個別企業の取組

にとどまってしまい、業界全体の意識啓発に繋がりにくい。この点で、本事業に国が関与した意

義は大きい。

（２）川内 晟宏 プロセス経営研究所 代表 （中小企業診断士）

① ＥＤＩ普及の前提条件について

● 中小企業間の取引に導入するためには、ニーズがあるかどうか、誰がイニシアティブをとるのか

を事前に把握する必要がある。これが顕然化していない状況では、普及は困難といえる。

● 中小企業間の取引は、依然としてＦＡＸが中心。例えば、中小企業（製造業）を対象にアンケー
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トをしたところ、「導入費２～３万、維持費５千円以下なら導入する」という回答が大半であり、中に

は無料なら導入するという企業も多かった。ＥＤＩが導入されるためには、ＥＤＩがＦＡＸ以上に利便

、社内システ性があることを中小企業に示す必要がある。また、ＥＤＩ導入を中小企業の業務改善

とも連動させないと、効果は得られない。ムの見直し

② 評価方法・結果について

● １年程度でＥＤＩシステムを開発し、実用化することは困難。したがって、開始初年度の時点で

技術的な実証実験にとどまるのは妥当であり、次の実用レベルの実証実験を行うには、開発から

３年～５年は必要。むしろ、実用化を睨んだ複数年度に亘る事業計画が必要。また、評価も継続

的に行う必要がある。

● 評価指標としては、経費削減額だけではなく、業界の特性に合わせて、欠品率や納期遵守率

等といったデータも考慮する必要があると思う。また、中小企業におけるＥＤＩ普及については、導

入したこと自体が成果ともいえる。

③ 今後の課題について

● 標準化については、ビジネス・モデルやメッセージ・タグ等の標準化にとどめ、商品コードの標

準化までは踏み込まないことが適当。商品コードは個々の企業のビジネスに入り込みすぎるた

め、社内システムをすべて変更することになり、導入側の抵抗が大きくなるおそれがある。

● ＥＤＩを導入しても、社内の情報システム整備が平行して進まなければ効果がなく、ＥＤＩの普及

も進まない。これについては、既に流通しているパッケージを如何に活用できるかがポイント。普

及が見込まれる、ＥＤＩに連動した社内システム導入の事例として、これをモデル事業として、国が

継続的に支援することが、予算を効率的に使うという点からも有効だと思う。

● すでに流通しているパッケージをＥＤＩに対応させるためには、共通したＥＤＩ標準が必要。流通

ＥＤＩについては共通標準が開発されているが、製造業についても中小企業向けのＥＤＩ標準の

開発が必要である。

● ベンダーとの関係については、一般的に企業毎に別々のベンダーがついている。このため、

複数の企業に亘るＥＤＩ導入の場合、イニシアチブをとるベンダーがいないという問題がある。これ

を解決するために、中小企業のＩＴ化をサポートするＩＴコーディネーターをうまく組織化できない

か。また、ＥＤＩ導入後の継続的なサポートが重要。この面でもITコーディネータを活用できる可能

性は大きい。さらにITコーディネータをEDI普及のための推進役として活用することも検討してみ

てはどうか。

（３）竹内 利明 有限会社陽明エンジニアリング 取締役社長

（電気通信大学 客員助教授）

① 事業全体について

● 平成１１年１２月の中小企業基本法改正は、中小企業を弱者と捉え、集団化で大企業との二重

構造の解消を図るという理念から、多様で独立した活力ある中小企業の育成を支援するという理

念に転換した。複数の中小企業が共同して規模の拡大を図る共同化を支援する考えは、新しい

中小企業基本法の理念とは相容れないが、古い理念を踏襲している中小企業政策が多い。これ

は、理念は転換しても、多くの中小企業が新しい理念に合致した多様で独立した中小企業に成

長していないためである。しかし、多様で独立した中小企業は、共同化からは生まれないと考え

る。本事業においても共同事業の支援が中心で、「自ら積極的に経営革新に取り組む個々の中
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小企業を支援する」ことが十分ではないと感じる。

● 今回の政策が効果を上げるには、効果が期待できる事業と期待できない事業を判断して、効

果を見込める事業には、積極的に支援を追加して効果を確実にする政策の継続性が必要。

● 事後評価に当たっては、アンケート調査等に加え、原課の担当者や評価担当者が、直接事業

実施者や構成員である企業を訪問して、現場を見てヒアリングすることが重要。また、企画立案の

段階でも、事前評価の一環として広く有識者やユーザーの意見を聞く必要がある。

● 中小企業政策において高い専門性が求められている。中小企業を数多く見て、業界団体の役

員だけではなく、多くの中小企業経営者といつでも意見交換できる人脈を有する中小企業政策

の専門家を育成することが重要。

個別事業について②

ⅰ）委託事業について

● ＸＭＬ以外の委託事業は、ホームページで事業の成果物（サブセット等）の活用を呼びかけて

いない。実施団体は、委託事業の成果を、業界固有の効果的な広報手段に併用してホームペー

ジに掲載して積極的に努力している姿勢を示すべき。

● 委託事業の効果として、実施団体の経費削減額といった定量的な数値を評価指標としている

が、これらの数値指標だけでは効果を捉えきれない。定性的な効果、例えば「情報化に対する業

界の意識改革の促進」といった効果についても、検証すべきではないか。

ⅱ）補助事業について

● アンケートの回答数が少ないことから、これを基に交付先全体の効果を拡大推計する評価方

法は、業績が良い企業ほど回答する傾向があるため、試算結果は実態より大きくなる傾向があ

る。

したがって、定量的な効果を見る際にはこの点に留意する必要がある。また、そもそも、補助金

を受けた団体の構成員は、もっと積極的にアンケート調査に協力すべきであると考える。

中田 信哉 神奈川大学教授（４）

① 事業全体について

● システム開発に当たって、システム導入の阻害要因も検証しておくべき。例えば、共同配送の

場合、荷主のコスト削減のみに注目されがちだが、実際に実用化するためには、物流業者の採

算性が重要な要因となるケースが多い。

● 中小企業の場合、ＩＴを活用した業務とアナログ的な業務とが併存しているため、アナログから

ＩＴへの移行過程がＩＴ導入の山場といえ、その間のコストアップはやむを得ない。また、ＩＴに移行

するためには３～１０年以上かかるものもあるだろう。

② 評価方法について

● システム開発を始める前に、システムの性能、ランニングコストや普及率等を設定しておかない

と、どの程度のものを作るかが不明確となり、想定するシステムを作りにくい。また、事業を始める

前に、どのような事後評価が行われるのか、すなわち評価項目や評価方法について、関係者間

でコンセンサスを得ておくことが重要。

● 補助事業では、事業後にアンケート調査を実施しているが、特にＩＴの分野は効果に関する回

答が主観的になりがちであり、評価が難しい。

● 評価のタイミングとしては、システム開発当初から、実証実験、導入といったプロセスを通して、
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時系列的に継続して評価する必要がある。実証実験が成功したからといって必ずしも実用化が

できるとも限らないので、中小企業の場合は特にフォローアップが必要である。

● 経費削減は表面的な効果であって、本質的な効果ではない。例えば広告の場合、広告配布

の前後で企業の知名度を測る手法があるが、本来の企業の目的は商品の販売である。しかし、

商品の売り上げが伸びても、広告がその要因かどうかはわからない。そこで仮に知名度を測るこ

とになる。経費削減効果も、これに類似しているのではないか。

● 経費削減の算出については、人件費２人分の削減額といっても、システム管理のための人件

費増などの要因もあり、算出は難しい。また、実証実験と実態との乖離にも留意するべき。在庫額

に対してコスト減の割合を示していても、実態は実験通りにはいかない場合が多々ある。このた

め、定量的な効果だけではなく、定性的な効果も捉えるべき。

定性的な効果としては、「一部企業の導入による波及効果、情報システム整備による情報系人

材の増加、業界イメージの向上」等が考えられる。また、業界の構造がどのように変化するかも考

慮すべき。

６．有効性、効率性等の評価

・手段の適正性（他事業との比較）と評価

中小企業の情報化を推進する他の支援策と本事業との関係を整理すると、以下のとおり。

中小企業においては、人材や資金、情報が不足がちであること等から、情報化への対応が●

急速に進展するＩＴ革命に中小企業者が円滑に対応すべ困難な状況が見られる。このため、

ＩＴを活用した主な中小商業対策ＩＴを活用した主な中小商業対策

イ
ン
フ
ラ
整
備

経営支援
ＩＴ実践研修、ＩＴセミナーパソコン税制

中小企業投資促進税制

中小企業等基盤強化税制

税
制

ＩＴを活用した事業ＩＴを活用した事業

共
通
イ
ン
フ
ラ
の
提
供

黒 字 企 業

補
助
金

モデル事業 中小商業団体

中小商業者

金融
戦略的情報化機器等整備事業

戦略的情報技術促進貸付　等

政府系金融機関による一般貸付

その他の事業
中小企業支援センター
中小企業総合事業団

情報
提供

相談

コスト削減

※ 評価対象

※ 評価対象
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く 支援策が講じられた。、平成１２年度当時は、上記のような

● 個別中小企業向けの支援策として従来からの融資、税制、人材・ノウハウ等経具体的には、

営資源を補完する支援の体制に加え、平成１２年度補正事業として戦略的情報化機器等整備

事業（低額リース事業）を実施した。

● 取引のある中小企業間でのＥＤＩ化や中小商業団体における新たなビジネスモデルの開発

を推進するため、 事業である「情報インフラの整備」及び「先進的な取組を行おうとする団体本

に対する補助」を行った。

「情報インフラ」については、広く中小商業者を支援することから、国が整備する必要があり、

ＩＰＡに対する委託というスキームで実施した。この代替手段として補助金によるものも考えられ

るが、補助事業の成果が事業者に帰属すること、受益者負担を伴うこと等から不適切と考えら

れる。

また、「先進的な取組を行おうとする団体に対する補助」は、モデル的な成功事例を広報す

ることで、これと同じような取組をする中小企業の出現を促すためのものであり、団体等のグ

ループ支援を行う全国中小企業団体中央会に補助金を交付し、モデル的事業を行う団体に間

接補助するスキームで実施した。この代替手段として融資等が考えられるが、補助金の方が自

己負担割合は大幅に少ないことから、融資等による代替手段ではモデル的な事例を発掘する

インセンティブとして十分でないと考えられる。

なお、「情報インフラの整備」及び「先進的な取組を行う団体に対する補助」は、融資等に比

べると同規模の事業創出に対する政策コストが大幅にかかることに留意する必要がある。

（参考）中小商業者のＩＴ化支援策（平成１２年度補正時）

（１）融資等

① 政府系金融機関の一般貸付

中小企業向け３政府系金融機関が、中小企業の事業に必要な設備資金、運転資金を融資

（基準金利）する。

② 戦略的情報技術促進貸付等

中小企業向け３政府系金融機関が、中小企業の情報化投資を構成する設備、土地、建物

の設備資金及び人材教育費用、コンサルタント費用等の運転資金を低利で融資する。

③ 中小企業経営革新等支援貸付

中小企業向け３政府系金融機関が、中小企業者が中小企業経営革新支援法に基づく「経

営革新計画」に従って行う経営革新のための事業に必要な設備資金、長期運転資金を低利

で融資する。

④ 小企業等経営改善資金融資事業（参考）

国民生活金融公庫が、小企業者等（従業員が２０人（商業、サービス業は５人）以下）を対象

に商工会・商工会議所の経営指導を受けている者に無担保、無保証人で低利で融資する。

設備資金貸付事業⑤

都道府県が指定する法人が、小規模企業の創業及び経営基盤の強化に必要な設備資金

を無利子で融資する。
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設備貸与事業⑥

都道府県が指定する法人が、中小企業者の事業用設備を低額で貸与（割賦販売、リース）

する。

⑦ 戦略的情報化機器等整備事業（平成１２年度補正事業）

指定リース機関が、中小企業者の情報化に必要な設備を低額でリースする。

（２）税制

① パソコン税制（特定情報通信機器の即時償却）

特定の情報通信機器を新たに取得し、事業の用に供した場合には当該事業年度（年）に取

得価額全額を損金算入できる。（一台の取得価額が１００万円未満のものに限る。）

中小企業投資促進税制②

中小企業が取得した単価２３０万円以上（リースの場合は、リース料の総額が３００万円以上）

の機械及び装置等について特別償却又は税額控除（リースの場合は初年度にリース料の税

額控除）することができる。

中小企業等基盤強化税制③

中小企業が取得した単価２８０万円以上（リースの場合は、リース料の総額が３２０万円以上）

の機械及び装置等について特別償却又は税額控除（リースの場合は初年度にリース料の税

額控除）することができる。

（３）中小商業者の経営資源の補完

① ３類型支援センターによる経営支援

中小企業の様々な経営課題に対応するため、都道府県等中小企業支援センター、地域中

小企業支援センター及び中小企業ベンチャー・総合支援センターの３類型の中小企業支援セ

ンターが窓口相談事業、専門家派遣事業、情報提供事業、研修事業等を実施。

② ＩＴセミナー、実践的ＩＴ研修等の実施

中小企業総合事業団が、中小企業支援センターと連携し、ＩＴセミナー、実践的ＩＴ研修及び

中小企業ＩＴ促進フェアを実施。


